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平成２１年１１月１７日付け国空事第７１１号をもって諮問された上

記の事案については、審議した結果、次のとおり答申する。



 
 

主    文 

 

株式会社日本航空インターナショナルの申請に係る混雑空港（成田国際空港、関

西国際空港、東京国際空港及び大阪国際空港）を使用して運航を行うこと、全日本

空輸株式会社の申請に係る混雑空港（成田国際空港、関西国際空港、東京国際空港

及び大阪国際空港）を使用して運航を行うこと、エアーニッポン株式会社の申請に

係る混雑空港（成田国際空港、関西国際空港、東京国際空港及び大阪国際空港）を

使用して運航を行うこと、株式会社ジェイエアの申請に係る混雑空港（成田国際空

港、関西国際空港、東京国際空港及び大阪国際空港）を使用して運航を行うこと、

日本貨物航空株式会社の申請に係る混雑空港（成田国際空港及び関西国際空港）を

使用して運航を行うこと、エアーセントラル株式会社の申請に係る混雑空港（成田

国際空港及び大阪国際空港）を使用して運航を行うこと、アイベックスエアライン

ズ株式会社の申請に係る混雑空港（成田国際空港及び大阪国際空港）を使用して運

航を行うこと、エアーネクスト株式会社の申請に係る混雑空港（成田国際空港）を

使用して運航を行うこと、株式会社エアーニッポンネットワークの申請に係る混雑

空港（関西国際空港、東京国際空港及び大阪国際空港）を使用して運航を行うこと、

日本トランスオーシャン航空株式会社の申請に係る混雑空港（関西国際空港及び東

京国際空港）を使用して運航を行うこと、株式会社スターフライヤーの申請に係る

混雑空港（関西国際空港及び東京国際空港）を使用して運航を行うこと、スカイマ

ーク株式会社の申請に係る混雑空港（東京国際空港）を使用して運航を行うこと、

北海道国際航空株式会社の申請に係る混雑空港（東京国際空港）を使用して運航を

行うこと、スカイネットアジア航空株式会社の申請に係る混雑空港（東京国際空港）

を使用して運航を行うこと、株式会社ジャルエクスプレスの申請に係る混雑空港（大

阪国際空港）を使用して運航を行うこと及び日本エアコミューター株式会社の申請

に係る混雑空港（大阪国際空港）を使用して運航を行うことについては、いずれも

許可することが適当である。 

 

理    由 

 

１．各申請者は、別表に掲げる運航計画に基づき国内定期航空運送事業を経営する

ため、本件を申請したものである。 



 
 

 

２．当審議会に提出された資料、所管局から聴取した説明等に基づいて検討した結

果は、次のとおりである。 

 

（１）成田国際空港関係 

① 成田国際空港においては、発着規制として、１日の発着回数を A 滑走路

３７０回、B’滑走路１７６回（うち国内定期便３４回）、３０分間の発着

回数を A滑走路１３～１６回、B’滑走路７回とするとともに、国内定期便

等の１日の時間帯ごとの発着回数を定めるなどの発着調整基準が設けられ

ている。 

株式会社日本航空インターナショナル、全日本空輸株式会社、エアーニ

ッポン株式会社、株式会社ジェイエア、日本貨物航空株式会社、エアーセ

ントラル株式会社、アイベックスエアラインズ株式会社及びエアーネクス

ト株式会社は、それぞれ別表に掲げる運航計画のとおり成田国際空港を使

用して運航を行おうとするものである。これらの申請者の運航計画におい

て定める同空港での発着は、同空港における各申請者の時間帯ごとの使用

状況等から判断すれば、この発着調整基準に合致するものと認められる。 

また、これらの申請者の成田国際空港に係る運航計画は、同空港におけ

る航空機整備等の所要時間及び相対応する各空港の航空保安業務提供時間

（環境対策の観点から発着規制をしている空港にあっては利用可能時間。

以下同じ。）からも妥当なものであり、前記発着調整基準に反するおそれ

はないものと認められる。 

以上により、これらの申請者の成田国際空港に係る運航計画は、航空機

の運航の安全上適切なものと認められる。 

② 申請者が成田国際空港を使用して運航する９路線のうち、同空港と新千

歳、仙台、中部国際、関西国際、大阪国際、福岡及び那覇の各空港を結ぶ

７路線においては、複数の航空会社により運航される（３社競合が１路線、

２社競合が６路線）など競争環境も整備され、競争の促進を通じた多様な

輸送サービスが提供される機会が確保されている。 

また、成田国際空港に係る各申請者の路線の運航は、国内主要空港と国

際航空の拠点である成田国際空港を結ぶ国内航空路線網を形成するもので



 
 

あり、国際線との乗り継ぎ利便を含む利用者利便の維持に資するものであ

る。 

以上により、成田国際空港に係る本件申請は、成田国際空港を適切かつ

合理的に使用するものであると認められる。 

 

（２）関西国際空港関係 

① 関西国際空港においては、発着規制として、１時間の発着回数を４０回

（うち出発回数３２回、到着回数２５回）とするなどの発着調整基準が設

けられている。 

株式会社日本航空インターナショナル、全日本空輸株式会社、エアーニ

ッポン株式会社、株式会社ジェイエア、日本貨物航空株式会社、株式会社

エアーニッポンネットワーク、日本トランスオーシャン航空株式会社及び

株式会社スターフライヤーは、それぞれ別表に掲げる運航計画のとおり関

西国際空港を使用して運航を行おうとするものである。これらの申請者の

運航計画において定める同空港での発着は、同空港における各申請者の時

間帯ごとの使用状況等から判断すれば、この発着調整基準に合致するもの

と認められる。 

また、これらの申請者の関西国際空港に係る運航計画は、同空港におけ

る航空機整備等の所要時間及び相対応する各空港の航空保安業務提供時間

からも妥当なものであり、前記発着調整基準に反するおそれはないものと

認められる。 

以上により、これらの申請者の関西国際空港に係る運航計画は、航空機

の運航の安全上適切なものと認められる。 

② 申請者が関西国際空港を使用して運航する８路線のうち、同空港と新千

歳、成田国際、東京国際、福岡及び那覇の各空港を結ぶ５路線においては

複数の航空会社により運航される（３社競合が１路線、２社競合が４路線）

など競争環境も整備され、競争の促進を通じた多様な輸送サービスが提供

される機会が確保されている。 

また、関西国際空港に係る各申請者の路線の運航は、関西国際空港の特

性を生かし、大阪国際空港が利用できない時間帯にも路線を設定するなど、

大阪国際空港に係る路線の運航と相まって、関西圏と各地を結ぶ国内航空



 
 

路線網を形成するとともに、国内主要空港と国際航空の拠点である関西国

際空港を結ぶ国内航空路線網を形成し、国際線との乗り継ぎ利便の維持に

資するものでもあり、利用者の利便に適合する輸送サービスの提供を行う

ものである。 

以上により、関西国際空港に係る本件申請は、関西国際空港を適切かつ

合理的に使用するものであると認められる。 

 

（３）東京国際空港関係 

① 東京国際空港においては、発着規制として、１時間の発着回数について

６時から２２時台までの間は出発を３２回（この出発回数の外枠で A 滑走

路（３４L）からの左旋回離陸対象機に係る回数として、ジェット機にあっ

ては７時台に５回、プロペラ機にあっては１日に２回）、到着を３１回（７

時台、２０時台及び２１時台は３０回、６時台及び２２時台は２６回）と、

また、２３時から５時台までの間は発着２２回（うち到着１０回）とそれ

ぞれ定めるなどの発着調整基準が設けられている。 

株式会社日本航空インターナショナル、全日本空輸株式会社、エアーニ

ッポン株式会社、株式会社ジェイエア、株式会社エアーニッポンネットワ

ーク、日本トランスオーシャン株式会社、株式会社スターフライヤー、ス

カイマーク株式会社、北海道国際航空株式会社及びスカイネットアジア航

空株式会社は、それぞれ別表に掲げる運航計画のとおり東京国際空港を使

用して運航を行おうとするものである。これらの申請者の運航計画におい

て定める同空港での発着は、同空港における各申請者の時間帯ごとの使用

状況等から判断すれば、この発着調整基準に合致するものと認められる。 

また、これらの申請者の東京国際空港に係る運航計画は、同空港におけ

る航空機整備等の所要時間及び相対応する各空港の航空保安業務提供時間

からも妥当なものであり、前記発着調整基準に反するおそれはないものと

認められる。 

以上により、これらの申請者の東京国際空港に係る運航計画は、航空機

の運航の安全上適切なものと認められる。 

② 東京国際空港の発着枠については、競争の促進を通じて利用者利便の向

上を図るため、その一部が新規航空会社に優先的に配分され、その結果今



 
 

回の申請においては新規航空会社４社から計７７便の申請が出されるなど

競争環境の整備が進められている。これに伴い、申請者が東京国際空港を

使用して運航する４８路線のうち、同空港と新千歳空港を結ぶ路線等２４

路線においては複数の航空会社により運航される（４社競合が１路線、３

社競合が１０路線、２社競合が１３路線）など競争の促進を通じた多様な

サービスが提供される機会が確保されている。 

他方、東京国際空港に係る各申請者の路線の運航は、幹線はもとより首

都圏と地方空港を結ぶ最大の国内航空路線網を形成するものであり、利用

者利便に適合する輸送サービスを提供するものである。また、東京国際空

港に関しては少便数路線に係る発着枠の調整ルールが定められており、少

便数路線が維持されているなど多様な国内航空路線網の形成が図られてい

る。 

以上により、東京国際空港に係る本件申請は、東京国際空港を適切かつ

合理的に使用するものであると認められる。 

 

（４）大阪国際空港関係 

① 大阪国際空港においては、発着規制として、１日の発着回数を３７０回

（うちジェット機２００回）、１時間の発着回数を３６回、連続する３時

間の発着回数を９３回（うち到着回数５４回）とするなどの発着調整基準

が設けられている。 

株式会社日本航空インターナショナル、全日本空輸株式会社、エアーニ

ッポン株式会社、株式会社ジェイエア、エアーセントラル株式会社、アイ

ベックスエアラインズ株式会社、株式会社エアーニッポンネットワーク、

株式会社ジャルエクスプレス及び日本エアコミューター株式会社は、それ

ぞれ別表に掲げる運航計画のとおり大阪国際空港を使用して運航を行おう

とするものである。これらの申請者の運航計画において定める同空港での

発着は、同空港における各申請者の時間帯ごとの使用状況等から判断すれ

ば、この発着調整基準に合致するものと認められる。 

また、これらの申請者の大阪国際空港に係る運航計画は、同空港におけ

る航空機整備等の所要時間及び相対応する各空港の航空保安業務提供時間

からも妥当なものであり、前記発着調整基準に反するおそれはないものと



 
 

認められる。 

以上により、これらの申請者の大阪国際空港に係る運航計画は、航空機

の運航の安全上適切なものと認められる。 

② 申請者が大阪国際空港を使用して運航する２９路線のうち、同空港と東

京国際空港を結ぶ路線等１３路線においては複数の航空会社により運航さ

れる（３社競合が１路線、２社競合が１２路線）など競争の促進を通じた

多様なサービスが提供される機会が確保されている。 

他方、大阪国際空港に係る各申請者の路線の運航は、東京国際空港に次

ぐ全国的な国内航空路線網を形成するものであり、関西国際空港に係る路

線の運航と相まって、関西圏と各地を結ぶ国内航空路線網を形成すること

により、利用者の利便に適合するサービスの提供を行うものである。また、

大阪国際空港に関しては、減便の結果１日当たりの運航回数が１便未満と

なる路線に係る発着枠の調整ルールが定められており、最低限の路線が維

持されているなど多様な国内航空路線網の形成が図られている。 

以上により、大阪国際空港に係る本件申請は、大阪国際空港を適切かつ

合理的に使用するものであると認められる。 

 

３．以上に掲げる理由により、本件申請は航空法第１０７条の３第３項各号に掲げ

る基準に適合するものと認める。  

 

４．また、今回の各申請者に対する混雑空港運航許可については、現在の許可期限

が平成２２年１月末に到来することを踏まえ、同年２月１日現在の運航計画を前

提に許可の更新を行うものである。 

  しかしながら、東京国際空港及び成田国際空港の容量拡大に伴う発着枠の配分、

関西国際空港及び大阪国際空港のあり方の検討、あるいは、航空会社の路線の整

理・再編等の事情により、平成２２年２月以降に各申請者の混雑空港に係る路線

の運航計画には、かなりの変更が予想されるところである。 

このため、運輸審議会としては、混雑空港のより安全で適切かつ合理的な使用

が国内航空ネットワークの発展を図る上で極めて重要な課題であるとの認識に立

って、国土交通大臣に対して、次の事項を要望する。 

 



 
 

（１）東京国際空港の関係 

東京国際空港については、平成２２年１０月の新滑走路の供用開始により、

現在の３０．３万回／年から４０．７万回／年に発着枠が段階的に拡大される 

   ことになっており、国土交通大臣は、当面予定されている平成２２年１０月及

び２３年４月の発着枠の配分の決定に当たっては、次のような点に配慮してい

ただきたい。 

 

①  東京国際空港は国内航空旅客の約６割が使用する国内最重要拠点空港で

あり、同空港と地方空港を結ぶ国内航空路線の形成が地方の活性化に大きく

寄与していることを踏まえ、小型機（１００席以下）による新規路線の開設

等を含め、同空港に係る地方路線の維持・充実を図ること。  

②  新規航空会社への発着枠の拡大等を通じて航空会社間の競争促進を図

り、利用者利便の一層の向上に努めること。 

③  発着枠の配分に当たっては、安全確保が航空輸送に係る最重要事項であ

ることに鑑み、航空会社の安全確保への取り組みを最大限考慮した上で、配

分の決定を行うこと。 

 

さらに、東京国際空港の発着枠は、平成２３年４月以降、最終的には４０．

７万回／年まで拡大される予定であり、これに伴い、同空港周辺の航空交通量

は大幅に増加し、さらには、国際定期便の開設に伴い外国の航空会社の乗り入

れも漸増する見込みである。 

国土交通大臣は、こうした東京国際空港を取り巻く情勢の変化に鑑み、安全

運航の確保に万全を期した上で、発着枠の最終形までの拡大を図るとともに、

国内航空路線網の維持・充実のほか、国内線と国際線の乗り継ぎ利便にも十分

に配慮して、発着枠の配分を決定していただきたい。 

 

（２）成田国際空港の関係 

   成田国際空港の発着枠については、平成２２年３月に、B’滑走路の延伸等

により、２０万回／年から２２万回／年に拡大され、その後も環境面、施設面

及び運用面の制約解消により、最終的には３０万回／年までの拡大に向けた検

討が進められている。 



 
 

国土交通大臣は、国際航空の拠点である成田国際空港と国内空港を結ぶ国 

   内航空路線は、国際航空路線とのフィーダー路線としての役割を果たしてい 

   ることに鑑み、国際線と国内線の乗り継ぎ利便の維持・向上を図る観点から、 

   増枠分の一部を国内航空路線の維持・充実にも当てていただきたい。 

 

（３）関西国際空港及び大阪国際空港の関係 

関西国際空港及び大阪国際空港のあり方については、現在、鋭意検討が進

められているところであるが、国土交通大臣は、関西国際空港と大阪国際空

港における、それぞれの運航時間帯、あるいは、国際線との乗り継ぎ等の特

性を活かした上で、運航路線等について適切な機能分担がなされ、関西圏と

各地を結ぶ国内航空路線網が形成されるように努めていただきたい。 

 

（４）航空会社の路線の整理・再編の関係 

   近年、航空需要が低迷する中で、航空会社は、経営合理化の一環として、 

   需要規模が小さく採算が取れない路線の整理・再編を進めており、混雑空港 

   と地方空港を結ぶ路線についても、減便・廃止の対象となる路線が一部出て 

   くることが想定される。 

      しかしながら、国内航空路線網の核となる混雑空港との間の路線の減便・ 

   廃止は、地方部の住民の利便性を著しく低下させ、地方部の活力を一段と弱 

   める結果につながることから、国土交通大臣は、国や地域の関係者等の協力 

   によって、混雑空港と地方空港を結ぶ路線を維持・確保するための方策につ  

   いて検討していただきたい。 

    

（５）その他 

国土交通大臣は、（１）～（４）に関連して、大規模な発着枠の配分の決定

等を行うに当たっては、必要に応じて、運輸審議会に対して報告を行うととも

に、可能な限り、その意見を尊重した対応をしていただきたい。 


